
仕様書「 嵯峨野歴史的風土特別保存地区フェンス修繕 」 

京都市都市計画局風致保全課 

(担当：水無瀬、浅倉  075-222-3476) 

 

１ 工事名 

嵯峨野歴史的風土特別保存地区フェンス修繕 

 

２ 工事の目的  

  本市が所管する嵯峨野歴史的風土特別保存地区内のフェンスについて、一部破損等

がみられるので、景観及び環境の適切な保全と安全の確保のため、取替え等の修繕

工事を行うものである。 

 

３ 工事期間  

契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 工事場所  

京都市右京区北嵯峨長刀坂町 地内 

 

５ 工事範囲  

別紙「箇所図」及び「現地写真」参照 

 

６ 工事内容  

・工事範囲のフェンス（延長Ｌ＝約３４ｍ）について、メッシュフェンスの取替

等を行う。（延長、勾配解消箇所（段落）については事前に必ず計測し方法を検

討すること。） 

・フェンスの破損した既設フェンスを撤去処分し、景観及び安全のため、Ｊメッ

シュフェンス 1800 同等品以上（色彩ダークブラウン）に取り替える。  

・フェンスの設置位置は既存フェンスの位置及び土地境界線上とし、基礎ブロッ

ク（180×180×450）を使用し設置する。 

・本工事の作業土工、草刈り及び整地作業を含む。 

・本工事箇所は敷地内での作業であるが、道路に隣接していることから、歩行者、

車両の通行に支障が生じないように注意し、作業期間中は、施工範囲をカラーコ

ーン・バー等の安全施設で囲うとともに、必要に応じて警備業法に基づく認定を

受けた警備業者の交通誘導警備員を設置すること。 

・道路上が土砂等により汚れた場合は、清掃等を行い、きれいな状態に戻してお

くこと。 

 

７ 支払条件  

・受注者は工事完了後、完了届を発注者に提出すること。完了届には作業前・作



業中・作業後の写真を添付するものとする。 

・完了届が提出され、適切に工事が履行されたことが確認されたのち、本工事に

係る経費を支払う。  

 

８ 特記事項  

  ・工期は令和８年 3月 31 日であり、材料の納期等には十分留意すること。 

・本工事に必要な材料費（副資材含む）、労務費、車両運転費、仮設資材、機械工

具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本工事に含む。 

・撤去したフェンス等は受注者の責任で適切に処分するものとし、運搬費及び処分

費は、本工事に含む。 

・作業中の事故等、問題が生じた場合は、速やかに発注者に連絡すること。また、

事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任にお

いて対応すること。 

・作業時間は原則として平日の午前９時から午後５時の間とする。 

・本工事は、公共性が高いものであり、市民への対応（言葉遣い等）に配慮するこ

と。 

・作業実施者にかかる安全管理については、受注者の責任において行うこと。 



施工箇所

広沢池

大沢池

後宇多天皇陵

北嵯峨長刀坂町



 
施工箇所状況写真 

 
 
破損部を含め、健全部の除く約３４m 分のメッシュフェンス H1800 を施工する。 
基礎ブロック（□１８０×４５０）を使用する。 
縦断勾配の解消方法として、端部の支柱を追加するなど検討すること。 
 




